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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる施設の異なる撮像機器により取得された脳画像データの処理をコンピュータに実
行させる脳画像データ処理システムであって、
　第１の施設のコンピュータは、
当該施設における複数の健常者に対し第１の条件下で第１の撮像機器により取得された脳
画像データに定位脳座標系を用いた解剖学的正規化を行う第１正規化手段と、
　　前記第１正規化手段で解剖学的正規化が行われた脳画像データを第１の施設の健常者
脳画像データベースに記録する第１脳画像データ記録手段と、
　　前記第１の施設の健常者脳画像データベースに記録された脳画像データの各ピクセル
又はボクセル毎の平均値を求める第１平均値算出手段と、
　　前記第１平均値算出手段で求められた平均値を用いて、前記第１の施設の健常者脳画
像データベースに記録された脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の標準偏差を求め
る標準偏差算出手段とを備え、
　第２の施設のコンピュータは、
　　当該施設における少なくとも１名の健常者に対し第１の条件と異なる第２の条件下で
第１の撮像機器と異なる第２の撮像機器により取得された脳画像データに定位脳座標系を
用いた解剖学的正規化を行う第２正規化手段と、
　　前記第２正規化手段で解剖学的正規化が行われた脳画像データを第２の施設の健常者
脳画像データベースに記録する第２脳画像データ記録手段と、
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　　前記第２正規化手段における健常者が複数の場合、前記第２の施設の健常者脳画像デ
ータベースに記録された脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の平均値を求め、前記
第２正規化手段における健常者が１名の場合、前記第２の施設の健常者脳画像データベー
スに記録された該１名の脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の値を平均値とする第
２平均値算出手段と、
　　前記第２平均値算出手段で求められた平均値および前記標準偏差算出手段で求められ
た標準偏差を有する人工脳画像データと、被験者に対し第２の条件下で第２の撮像機器に
より取得された脳画像データについて定位脳座標系を用いた解剖学的正規化を行った脳画
像データとを比較する統計的解析処理を行う統計的解析処理手段と、
　　前記統計的解析処理手段で行われた統計的解析処理を表示部に表示する表示処理手段
とを備えたことを特徴とする脳画像データ処理システム。
【請求項２】
　請求項１記載の脳画像データ処理システムにおいて、前記標準偏差算出手段は、前記第
１の施設の健常者脳画像データベースに記録された各ピクセル又はボクセル毎の脳画像デ
ータを用いて、統計的リサンプリング法により脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎
の標準偏差を求めることを特徴とする脳画像データ処理システム。
【請求項３】
　請求項２記載の脳画像データ処理システムにおいて、前記標準偏差算出手段における統
計的リサンプリング法はブートストラップ法であることを特徴とする脳画像データ処理シ
ステム。
【請求項４】
　異なる施設の異なる撮像機器により取得された脳画像データの処理をコンピュータに実
行させる脳画像データ処理方法であって、
　第１の施設のコンピュータが、
当該施設における複数の健常者に対し第１の条件で第１の撮像機器により取得された脳画
像データに定位脳座標系を用いた解剖学的正規化を行う第１正規化ステップと、
　　前記第１正規化ステップで解剖学的正規化が行われた脳画像データを第１の施設の健
常者脳画像データベースに記録する第１脳画像データ記録ステップと、
　　前記第１の施設の健常者脳画像データベースに記録された脳画像データの各ピクセル
又はボクセル毎の平均値を求める第１平均値算出ステップと、
　　前記第１平均値算出ステップで求められた平均値を用いて、前記第１の施設の健常者
脳画像データベースに記録された脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の標準偏差を
求める標準偏差算出ステップと、
　第２の施設のコンピュータが、
　　当該施設における少なくとも１名の健常者に対し第１の条件と異なる第２の条件下で
第１の撮像機器と異なる第２の撮像機器により取得された脳画像データに定位脳座標系を
用いた解剖学的正規化を行う第２正規化ステップと、
　　前記第２正規化ステップで解剖学的正規化が行われた脳画像データを第２の施設の健
常者脳画像データベースに記録する第２脳画像データ記録ステップと、
　　前記第２正規化ステップにおける健常者が複数の場合、前記第２の施設の健常者脳画
像データベースに記録された脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の平均値を求め、
前記第２正規化ステップにおける健常者が１名の場合、前記第２の施設の健常者脳画像デ
ータベースに記録された該１名の脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の値を平均値
とする第２平均値算出ステップと、
　　前記第２平均値算出ステップで求められた平均値および前記標準偏差算出ステップで
求められた標準偏差を有する人工脳画像データと、被験者に対し第２の条件下で第２の撮
像機器により取得された脳画像データについて定位脳座標系を用いた解剖学的正規化を行
った脳画像データとを比較する統計的解析処理を行う統計的解析処理ステップと、
　　前記統計的解析処理ステップで行われた統計的解析処理を表示部に表示する表示処理
ステップとを備えたことを特徴とする脳画像データ処理方法。
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【請求項５】
　請求項４記載の脳画像データ処理方法において、前記標準偏差算出ステップは、前記第
１の施設の健常者脳画像データベースに記録された各ピクセル又はボクセル毎の脳画像デ
ータを用いて、統計的リサンプリング法により脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎
の標準偏差を求めることを特徴とする脳画像データ処理方法。
【請求項６】
　請求項５記載の脳画像データ処理方法において、前記標準偏差算出ステップにおける統
計的リサンプリング法はブートストラップ法であることを特徴とする脳画像データ処理方
法。
【請求項７】
　異なる施設の異なる撮像機器により取得された脳画像データの処理をコンピュータに実
行させる脳画像データ処理プログラムであって、コンピュータを、
　　施設における少なくとも１名の健常者に対し所定の条件下で所定の撮像機器により取
得された脳画像データに定位脳座標系を用いた解剖学的正規化を行う正規化手段、
　　前記正規化手段で解剖学的正規化が行われた脳画像データを前記施設の健常者脳画像
データベースに記録する脳画像データ記録手段、
　　前記正規化手段における健常者が複数の場合、前記施設の健常者脳画像データベース
に記録された脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の平均値を求め、前記正規化手段
における健常者が１名の場合、前記施設の健常者脳画像データベースに記録された該１名
の脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の値を平均値とする平均値算出手段、
　　前記平均値算出手段で求められた平均値と、前記施設と異なる他の施設のコンピュー
タにより、当該他の施設における複数の健常者に対し前記所定の条件と異なる他の条件下
で前記所定の撮像機器と異なる他の撮像機器により取得された脳画像データに定位脳座標
系を用いた解剖学的正規化が行われ、当該解剖学的正規化が行われた脳画像データであっ
て当該他の施設の健常者脳画像データベースに記録された脳画像データの各ピクセル又は
ボクセル毎の平均値を求められ、当該平均値を用いて前記他の施設の健常者脳画像データ
ベースに記録された脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎に求められた標準偏差とを
有する人工脳画像データと、被験者に対し前記所定の条件下で前記所定の撮像機器により
取得された脳画像データについて定位脳座標系を用いた解剖学的正規化を行った脳画像デ
ータとを比較する統計的解析処理を行う統計的解析処理手段、
　前記統計的解析処理手段で行われた統計的解析処理を表示部に表示する表示処理手段と
して機能させるためのプログラム。
【請求項８】
　請求項７記載のプログラムにおいて、前記標準偏差算出手段は、前記第１の施設の健常
者脳画像データベースに記録された各ピクセル又はボクセル毎の脳画像データを用いて、
統計的リサンプリング法により脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の標準偏差を求
めることを特徴とするプログラム。
【請求項９】
　請求項８記載のプログラムにおいて、前記標準偏差算出手段における統計的リサンプリ
ング法はブートストラップ法であることを特徴とするプログラム。
【請求項１０】
　請求項７ないし９のいずれかに記載のプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な
記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被験者の脳機能を診断するために人工脳標本を用いて脳画像データの処理を
コンピュータに実行させる脳画像データ処理システム等に関し、特に異なる施設の異なる
撮像機器により取得された脳画像データの処理をコンピュータに実行させる脳画像データ
処理システム等に関する。



(4) JP 4335736 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　近年、医学の進歩と共に画像診断はめざましく進歩している。患者等に大きな負担をか
けずに、身体内の様子を画像として捕らえ正確な診断を行なうための画像診断機、例えば
、Ｘ線断層写真撮影機（Computer Tomography : ＣＴ）、磁気共鳴映像機（Magnetic Res
onance Imaging : ＭＲＩ）、超音波診断機および放射線診断機等は、現在の医療の現場
において必須のものとなっている。上述の画像診断機を用いた画像診断は、患者の病気の
早期診断、治療法の選択、治療効果の予測および判定などの機能情報を提供するものとし
て広く用いられている。
【０００３】
　核医学の臨床の場においては、患者体内に放射性同位元素（ラジオアイソトープ、Radi
o Isotope : ＲＩ）を導入し、そこから発せられるγ線を利用する単光子放出コンピュー
タ断層撮影（Single Photon Emission Computed Tomography : ＳＰＥＣＴ）および陽電
子放出断層撮影（Positron Emission Tomography : ＰＥＴ）がそれぞれの装置を用いる
ことで利用されている。上述の様な医用画像処理装置においては、収集したデータから画
像再構成および画像解析等の様々な画像処理ができるように各種のコンピュータ・プログ
ラムが用意されている。
【０００４】
　最近では、脳領域において各患者の脳画像データを定位脳座標系標準脳図譜上に変換し
た後に、更に健常者の脳画像データベースと比較することにより、血流あるいは代謝低下
部位を客観的に、より正確に抽出することが試みられている。現在では標準脳座標系統計
解析法として臨床にも応用されようとしている。具体的には、各患者の脳画像を“座標に
より解剖学的な位置が同定できる”標準脳の形に合わせこむことにより、大きさや形が異
なる複数人の脳画像を同一に扱うことが可能となり、各患者間の比較を同一ピクセルまた
は３次元的にはボクセル同士で行なえるようになった。更に、各患者の脳画像データを健
常者の脳画像データを蓄積したデータベース（以下、脳画像の「ノーマルデータベース」
という）と比較することにより、異常部位を客観的に統計学的解析手法を用いて抽出する
ことが可能となってきている。このような方法として、ＳＰＭ法（Statistical Parametr
ic Mapping）、３Ｄ－ＳＳＰ法（Three-Dimensional Stereotactic Surface Projections
）が知られている。これらの方法はＰＥＴ画像上の活性領域を検出する目的で開発された
ものであるが、その後、ＳＰＥＣＴ画像において局所脳血流の分析試験にも応用されるよ
うになった。
【０００５】
　標準脳座標系統計解析法は、画像の全ピクセルまたはボクセルを対象に解析を行なうた
め、脳全体を注目対象にでき、解析者による結果の違いがでないという利点がある。一方
、臨床診断における応用を考慮した場合、複数の健常者データと１人の患者データとを用
いたｎ対１の統計学的な解析となる。つまり、この場合、複数の健常者データを収集した
標準脳画像のノーマルデータベースを構築することが必要かつ最も重要な要素となる。し
かし、各年齢別および性別について画像診断装置、収集条件、処理方法等を統一させた健
常者の脳機能画像データを集めることは、倫理的に困難であるだけでなく、経済的な負担
が非常に大きいため、通常の臨床施設または一般臨床病院では事実上不可能であるという
問題があった。
【０００６】
　上述の問題を解決するために、非特許文献１および非特許文献２に記載された脳血流Ｓ
ＰＥＣＴの画像統計解析法（easy Z-score Imaging System : ｅＺＩＳ）が開発された。
上記非特許文献に記載されているように、ｅＺＩＳでは（１）各施設の撮像機器で、脳の
形をした人工的な脳標本である脳ファントム（phantom）を通常行われている脳血流ＳＰ
ＥＣＴ収集条件で撮像し、（２）脳画像のノーマルデータベースを作成した病院等におい
て当該ノーマルデータベースを作成した時と同じ撮像機器および収集条件で同じ脳ファン
トムを撮像し、（３）各施設で撮像された脳ファントム画像とノーマルデータベースを作
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成した病院で撮像された脳ファントム画像との相違をピクセルまたはボクセル毎に計算し
て補正マトリクスを作成し、（４）当該補正マトリクスを用いて、各施設における撮像機
器および収集条件等による脳画像データの差を補正するという方法を用いている。
【０００７】
【非特許文献１】新しい脳血流ＳＰＥＣＴの画像統計解析法（easyZ-score Imaging Syst
em : ｅＺＩＳ）の有用性、松田博史著、月刊インナービジョン、２００２年１１月号
【非特許文献２】脳血流ＳＰＥＣＴの健常者画像データベースの共有化と３次元脳血流統
計解析法（ｅＺＩＳ）の有用性、松田博史、水村直共著、２００２年７月改定、第一ラジ
オアイソトープ研究所発行
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述のように、ｅＺＩＳを用いることにより各施設における撮像機器および収集条件等
による脳画像データの差を補正することができるようになった。この結果、各施設間で脳
画像のノーマルデータベースを利用することが可能となった。
【０００９】
　しかし、脳ファントムは極めて高価であるため、各施設で脳ファントムを準備すること
は実質的に困難であるという問題があった。さらに、脳ファントムが入手できたとしても
操作が煩雑であり、誰でも操作できるというわけではなかった。加えて、脳ファントムは
模型であるため放射線の吸収線や散乱線を正確に補正できない等の理由により、すべての
施設で対応可能というわけではなかった。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、上記問題を解決するためになされたものであり、健常者およ
び患者の脳画像データを多数集めることが困難な臨床施設であっても、高価な脳ファント
ムを用いることなく人工的な脳標本を作成することができ、結果的にノーマルデータベー
スを利用することが可能な脳画像データ処理システム等を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この発明の脳画像データ処理システムは、異なる施設の異なる撮像機器により取得され
た脳画像データの処理をコンピュータに実行させる脳画像データ処理システムであって、
第１の施設のコンピュータは、当該施設における複数の健常者に対し第１の条件下で第１
の撮像機器により取得された脳画像データに定位脳座標系を用いた解剖学的正規化を行う
第１正規化手段と、前記第１正規化手段で解剖学的正規化が行われた脳画像データを第１
の施設の健常者脳画像データベースに記録する第１脳画像データ記録手段と、前記第１の
施設の健常者脳画像データベースに記録された脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎
の平均値を求める第１平均値算出手段と、前記第１平均値算出手段で求められた平均値を
用いて、前記第１の施設の健常者脳画像データベースに記録された脳画像データの各ピク
セル又はボクセル毎の標準偏差を求める標準偏差算出手段とを備え、第２の施設のコンピ
ュータは、当該施設における少なくとも１名の健常者に対し第１の条件と異なる第２の条
件下で第１の撮像機器と異なる第２の撮像機器により取得された脳画像データに定位脳座
標系を用いた解剖学的正規化を行う第２正規化手段と、前記第２正規化手段で解剖学的正
規化が行われた脳画像データを第２の施設の健常者脳画像データベースに記録する第２脳
画像データ記録手段と、前記第２正規化手段における健常者が複数の場合、前記第２の施
設の健常者脳画像データベースに記録された脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の
平均値を求め、前記第２正規化手段における健常者が１名の場合、前記第２の施設の健常
者脳画像データベースに記録された該１名の脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の
値を平均値とする第２平均値算出手段と、前記第２平均値算出手段で求められた平均値お
よび前記標準偏差算出手段で求められた標準偏差を有する人工脳画像データと、被験者に
対し第２の条件下で第２の撮像機器により取得された脳画像データについて定位脳座標系
を用いた解剖学的正規化を行った脳画像データとを比較する統計的解析処理を行う統計的
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解析処理手段と、前記統計的解析処理手段で行われた統計的解析処理を表示部に表示する
表示処理手段とを備えたことを特徴とする。
【００１２】
　ここで、この発明の脳画像データ処理システムにおいて、前記標準偏差算出手段は、前
記第１の施設の健常者脳画像データベースに記録された各ピクセル又はボクセル毎の脳画
像データを用いて、統計的リサンプリング法（好適にはブートストラップ法であるがジャ
ックナイフ法等であってもよい）により脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の標準
偏差を求めることができる。
【００１３】
　ここで、この発明の脳画像データ処理システムにおいて、前記標準偏差算出手段におけ
る統計的リサンプリング法はブートストラップ法とすることができる。
【００１４】
　この発明の脳画像データ処理方法は、異なる施設の異なる撮像機器により取得された脳
画像データの処理をコンピュータに実行させる脳画像データ処理方法であって、第１の施
設のコンピュータが、当該施設における複数の健常者に対し第１の条件で第１の撮像機器
により取得された脳画像データに定位脳座標系を用いた解剖学的正規化を行う第１正規化
ステップと、前記第１正規化ステップで解剖学的正規化が行われた脳画像データを第１の
施設の健常者脳画像データベースに記録する第１脳画像データ記録ステップと、前記第１
の施設の健常者脳画像データベースに記録された脳画像データの各ピクセル又はボクセル
毎の平均値を求める第１平均値算出ステップと、前記第１平均値算出ステップで求められ
た平均値を用いて、前記第１の施設の健常者脳画像データベースに記録された脳画像デー
タの各ピクセル又はボクセル毎の標準偏差を求める標準偏差算出ステップと、第２の施設
のコンピュータが、当該施設における少なくとも１名の健常者に対し第１の条件と異なる
第２の条件下で第１の撮像機器と異なる第２の撮像機器により取得された脳画像データに
定位脳座標系を用いた解剖学的正規化を行う第２正規化ステップと、前記第２正規化ステ
ップで解剖学的正規化が行われた脳画像データを第２の施設の健常者脳画像データベース
に記録する第２脳画像データ記録ステップと、前記第２正規化ステップにおける健常者が
複数の場合、前記第２の施設の健常者脳画像データベースに記録された脳画像データの各
ピクセル又はボクセル毎の平均値を求め、前記第２正規化ステップにおける健常者が１名
の場合、前記第２の施設の健常者脳画像データベースに記録された該１名の脳画像データ
の各ピクセル又はボクセル毎の値を平均値とする第２平均値算出ステップと、前記第２平
均値算出ステップで求められた平均値および前記標準偏差算出ステップで求められた標準
偏差を有する人工脳画像データと、被験者に対し第２の条件下で第２の撮像機器により取
得された脳画像データについて定位脳座標系を用いた解剖学的正規化を行った脳画像デー
タとを比較する統計的解析処理を行う統計的解析処理ステップと、前記統計的解析処理ス
テップで行われた統計的解析処理を表示部に表示する表示処理ステップとを備えたことを
特徴とする。
【００１５】
　ここで、この発明の脳画像データ処理方法において、前記標準偏差算出ステップは、前
記第１の施設の健常者脳画像データベースに記録された各ピクセル又はボクセル毎の脳画
像データを用いて、統計的リサンプリング法（好適にはブートストラップ法であるがジャ
ックナイフ法等であってもよい）により脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の標準
偏差を求めることができる。
【００１６】
　ここで、この発明の脳画像データ処理方法において、前記標準偏差算出ステップにおけ
る統計的リサンプリング法はブートストラップ法とすることができる。
【００１７】
　この発明の脳画像データ処理プログラムは、異なる施設の異なる撮像機器により取得さ
れた脳画像データの処理をコンピュータに実行させる脳画像データ処理プログラムであっ
て、コンピュータを、施設における少なくとも１名の健常者に対し所定の条件下で所定の
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撮像機器により取得された脳画像データに定位脳座標系を用いた解剖学的正規化を行う正
規化手段、前記正規化手段で解剖学的正規化が行われた脳画像データを前記施設の健常者
脳画像データベースに記録する脳画像データ記録手段、前記正規化手段における健常者が
複数の場合、前記施設の健常者脳画像データベースに記録された脳画像データの各ピクセ
ル又はボクセル毎の平均値を求め、前記正規化手段における健常者が１名の場合、前記施
設の健常者脳画像データベースに記録された該１名の脳画像データの各ピクセル又はボク
セル毎の値を平均値とする平均値算出手段、前記平均値算出手段で求められた平均値と、
前記施設と異なる他の施設のコンピュータにより、当該他の施設における複数の健常者に
対し前記所定の条件と異なる他の条件下で前記所定の撮像機器と異なる他の撮像機器によ
り取得された脳画像データに定位脳座標系を用いた解剖学的正規化が行われ、当該解剖学
的正規化が行われた脳画像データであって当該他の施設の健常者脳画像データベースに記
録された脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の平均値を求められ、当該平均値を用
いて前記他の施設の健常者脳画像データベースに記録された脳画像データの各ピクセル又
はボクセル毎に求められた標準偏差とを有する人工脳画像データと、被験者に対し前記所
定の条件下で前記所定の撮像機器により取得された脳画像データについて定位脳座標系を
用いた解剖学的正規化を行った脳画像データとを比較する統計的解析処理を行う統計的解
析処理手段、前記統計的解析処理手段で行われた統計的解析処理を表示部に表示する表示
処理手段として機能させるためのプログラムである。
【００１８】
　ここで、この発明のプログラムにおいて、前記標準偏差算出手段は、前記第１の施設の
健常者脳画像データベースに記録された各ピクセル又はボクセル毎の脳画像データを用い
て、統計的リサンプリング法（好適にはブートストラップ法であるがジャックナイフ法等
であってもよい）により脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の標準偏差を求めるこ
とができる。
【００１９】
　ここで、この発明のプログラムにおいて、前記標準偏差算出手段における統計的リサン
プリング法はブートストラップ法とすることができる。
【００２０】
　この発明の記録媒体は、上記本発明のいずれかのプログラムを記録したコンピュータ読
取り可能な記録媒体である。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の脳画像データ処理システム等によれば、まず第１の条件を満たした施設におい
て取得された健常者の脳画像のデータベース（脳画像のノーマルデータベース）から、脳
画像データの各ピクセルまたはボクセル毎の標準偏差を求め、第２の条件を満たした他の
施設において取得された健常者１例の脳画像データにつき、ピクセルまたはボクセル毎の
平均値を求める。次に上記他の施設の任意の健常者のデータ（平均値）に上記第１の条件
を満たした施設の健常者標本の標準偏差を融合した人工脳標本により、上記他の施設にお
ける被験者の脳画像データの統計的解析処理を行う。以上により、上記他の施設における
被験者の脳画像データの取得条件（第２の条件）とは異なる第１の条件で得られた脳画像
のノーマルデータベースにおける健常者の脳画像データを対比対象として、当該被験者の
脳機能を診断することができる。このため、健常者および患者の脳画像データを多数集め
ることが困難な臨床施設であっても、高価な脳ファントムを用いることなく人工脳標本を
作成することができ、結果的にノーマルデータベースを利用することが可能な脳画像デー
タ処理システム等を提供することができるという効果がある。さらに、上記他の施設にお
ける、臨床施設特有の専門性を利用した脳画像データベースの作成を行うことができる。
作成が困難であった小児や稀な変性疾患等の症例の少ない脳画像データベースを構築する
ことによって、疾患別人口脳座標標本の作成等に応用することができるという効果がある
。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２２】
　以下、本発明の実施例について図面を参照して詳細に説明する。
【実施例１】
【００２３】
　本発明の概要は以下の通りである。
（１）まず所定の脳画像データの撮像機器および取得条件（第１の条件）を満たした施設
において取得された健常者の脳画像データに定位脳座標系を用いた解剖学的正規化を行い
、健常者の脳画像のデータベース（脳画像のノーマルデータベース）に記録する。次に当
該脳画像のノーマルデータベースに記録された脳画像データの各ピクセルまたはボクセル
毎の標準偏差を求める。
（２）所定の脳画像データの撮像機器および取得条件（第２の条件）を満たした他の施設
において取得された健常者１例の脳画像データに定位脳座標系を用いた解剖学的正規化を
行い、当該脳画像データにつき、ピクセルまたはボクセル毎の平均値を求める。
（３）上記（２）で求められた平均値と上記（１）で求められた標準偏差とを有する人工
脳画像データ（人工脳標本）を作成する。
（４）上記第２の条件を満たした上記他の施設における被験者の脳画像データに解剖学的
正規化を行ったものと上記（３）で求められた人工脳画像データとを比較し、統計的解析
処理を行う。当該人工脳標本を比較対照群として用いることが本願発明の特徴的な点であ
る。以上により、当該被験者の脳画像データの取得条件（第２の条件）とは異なる第１の
条件で得られた脳画像のノーマルデータベースにおける健常者の脳画像データを対比対象
として、当該被験者の脳機能を診断することができる。
【００２４】
　上記の統計的解析処理において上述のような特性を有する人工脳標本を用いることの妥
当性については、本願発明者により鋭意研究されることにより検証された。
【００２５】
　上述の定位脳座標系を用いた解剖学的正規化および統計的解析処理には、上記のＳＰＭ
法または３Ｄ－ＳＳＰ法を用いて行なうことが好適である。解剖学的正規化とは各個人の
脳の解剖学的な相違を無くすため、標準脳に位置、大きさおよび局所の変形を行うことを
いう。ＳＰＥＣＴまたはＰＥＴの場合、一般的に（１）ＳＰＥＣＴまたはＰＥＴ画像内の
脳の正中矢状断面を同定し、（２）同断面内の４つの基準点（前頭極、脳梁全部下端、視
床下端および後頭極）から基準線となるＡＣ－ＰＣline（前後連・後交連を結ぶ線）を同
定し、（３）標準脳（Talairach atlas）の座標系へ移動し、（４）線形、非線形変換を
行って当該標準脳に変形させることにより行われる。統計的解析処理における比較対照群
のピクセルまたはボクセル（画素）データとしては、健常者群または同一疾患群から選ば
れる群を用いるのが好適である。
【００２６】
　以下、本発明の画像処理システム等について具体的に説明する。図１は、本発明の画像
処理システムを示す。図１において、符号１０は施設Ｎ（第１の施設）２０および施設Ｘ
（第２の施設）４０を含む画像処理システムの全体を示す。施設Ｎ２０において、符号２
４は本発明の脳画像データ処理プログラムを実行するパーソナル・コンピュータ（以下、
「ＰＣ」という）等の画像処理装置（第１の施設のコンピュータ）、２６は施設Ｎ２０に
おいて脳画像データを撮像／取得する撮像機器、２８は複数の健常者の脳画像データを記
録した脳画像のノーマルデータベースである。符号３０は画像処理装置２４が実行する本
発明の脳画像データ処理プログラムを機能単位に示すブロック図、３２は施設Ｎ２０にお
ける複数の健常者に対し第１の条件下で撮像機器２６により取得された脳画像データに定
位脳座標系を用いた解剖学的正規化を行う第１正規化部（第１正規化手段）、３４は第１
正規化部３２で解剖学的正規化が行われた脳画像データを施設Ｎ２０の脳画像のノーマル
データベース２８（第１の施設の健常者脳画像データベース）に記録する第１脳画像デー
タ記録部（第１脳画像データ記録手段）、３６は施設Ｎ２０の脳画像のノーマルデータベ
ース２８に記録された脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の平均値を求める第１平
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均値算出部（第１平均値算出手段）、３８は第１平均値算出部３８で求められた平均値を
用いて、脳画像のノーマルデータベース２８に記録された脳画像データの各ピクセル又は
ボクセル毎の標準偏差を求める標準偏差算出部（標準偏差算出手段）である。
【００２７】
　続いて図１に示される施設Ｘ４０において、符号４４は本発明の脳画像データ処理プロ
グラムを実行する画像処理装置（第２の施設のコンピュータ）、４４は画像処理装置４４
との間の入出力を行うＰＣ等の端末、４６は施設Ｘ４０において脳画像データを撮像／取
得する撮像機器、４８は少なくとも１例の健常者の脳画像データを記録した脳画像データ
ベースである。符号５０は画像処理装置４４が実行する本発明の脳画像データ処理プログ
ラムを機能単位に示すブロック図、５２は施設Ｘ４０における１例の健常者に対し第２の
条件下で撮像機器４６により取得された脳画像データに定位脳座標系を用いた解剖学的正
規化を行う第２正規化部（第２正規化手段）、５４は第２正規化部５２で解剖学的正規化
が行われた脳画像データを施設Ｘ４０の脳画像データベース４８（第２の施設の健常者脳
画像データベース）に記録する第２脳画像データ記録部（第２脳画像データ記録手段）、
５６は施設Ｘ４０の脳画像データベース４８に記録された脳画像データの各ピクセル又は
ボクセル毎の平均値を求める第２平均値算出部（第２平均値算出手段）、５８は第２平均
値算出部５６で求められた平均値および標準偏差算出部３８で求められた標準偏差を有す
る人工脳画像データと、被験者に対し第２の条件下で撮像機器４６により取得された脳画
像データについて定位脳座標系を用いた解剖学的正規化を行った脳画像データとを比較す
る統計的解析処理を行う統計的解析処理部（統計的解析処理手段）、６０は統計的解析処
理部５８で行われた統計的解析処理をＰＣ等の端末４４の表示部４５に表示する表示処理
部（表示処理手段）である。
【００２８】
　施設Ｎ２０における標準偏差算出部３８から施設Ｘ４０における統計的解析処理部５８
への点線で示されるように、施設Ｘ４０で用いる人工脳画像データの標準偏差は施設Ｎ２
０における標準偏差算出部３８で求められた標準偏差を用いる。統計解析処理は、例えば
以下の式１で求められる統計解析結果を全ピクセル（３次元の場合はボクセル）に対して
行う。
【００２９】
　　統計解析結果＝（人工脳標本平均ピクセル値－被験者ピクセル値）／
　　　　　　　　　　人工脳標本標準偏差　　　　　　　　　　　（式１）
【００３０】
　ここで、人工脳標本標準偏差には上述のように施設Ｎ２０における標準偏差算出部３８
で求められた標準偏差を用いる。
【００３１】
　図２は、本発明の脳画像データ処理プログラムまたは方法の流れをフローチャートで示
す。図２において、符号Ｎで示される点線で囲まれたステップＳ１０からＳ１６までのブ
ロックは施設Ｎ２０における処理を示し、符号Ｘで示される点線で囲まれたステップＳ２
０からＳ３０までのブロックは施設Ｘ４０における処理を示す。
【００３２】
　図２に示されるように、画像処理装置２４は、まず施設Ｎ２０における複数の健常者に
対し第１の条件で撮像機器２６により取得された脳画像データに定位脳座標系を用いた解
剖学的正規化を行う（第１正規化ステップ。ステップＳ１０）。次に、第１正規化ステッ
プ（ステップＳ１０）で解剖学的正規化が行われた脳画像データを施設Ｎ２０の脳画像の
ノーマルデータベース２８に記録する（第１脳画像データ記録ステップ。ステップＳ１２
）。続いて、施設Ｎ２０の脳画像のノーマルデータベース２８に記録された脳画像データ
の各ピクセル又はボクセル毎の平均値を求める（第１平均値算出ステップ。ステップＳ１
４）。第１平均値算出ステップ（ステップＳ１４）で求められた平均値を用いて、脳画像
のノーマルデータベース２８に記録された脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の標
準偏差を求める（標準偏差算出ステップ。ステップＳ１６）。
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【００３３】
　続いて図２に示されるように、画像処理装置４４は、施設Ｘ４０における少なくとも１
名の健常者に対し、第１の条件と異なる第２の条件下で撮像機器２６と諸特性の異なる撮
像機器４６により取得された脳画像データに定位脳座標系を用いた解剖学的正規化を行う
（第２正規化ステップ。ステップＳ２０）。次に、第２正規化ステップ（ステップＳ２０
）で解剖学的正規化が行われた脳画像データを施設Ｘ４０の脳画像データベース４８に記
録する（第２脳画像データ記録ステップ。ステップＳ２２）。続いて施設Ｘ４０の脳画像
データベース４８に記録された脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の平均値を求め
る（第２平均値算出ステップ。ステップＳ２４）。第２平均値算出ステップ（ステップＳ
２４）で求められた平均値および標準偏差算出ステップ（ステップＳ１６）で求められた
標準偏差を有する人工脳画像データと、被験者に対し第２の条件下で撮像機器４８により
取得された脳画像データについて定位脳座標系を用いた解剖学的正規化を行った脳画像デ
ータとを比較する統計的解析処理を行う（統計的解析処理ステップ。ステップＳ２８）。
統計的解析処理ステップ（ステップＳ２８）で行われた統計的解析処理をＰＣ等の端末４
４の表示部４５に表示する（表示処理ステップ。ステップＳ３０）。
【００３４】
　上述の画像処理システム１０、画像処理プログラムまたは方法で用いられる健常者のデ
ータは、次に示すカテゴリ（要件）を満たすものが好適である。これらの要件の他に、性
別、年齢、労働環境または人種等のカテゴリを用いてもよい。
（１）Mini Mental State Examination(ＭＭＳＥ)、長谷川式簡易知能評価スケール改訂
版(ＨＤＳ－Ｒ)正常である。
（２）Wechsler Memory Scale-Revised(ＷＭＳ－Ｒ),Wechsler Adult Intelligence
Scale=Revised(ＷＡＩＳ－Ｒ)正常である。
（３）ＭＲＩで年齢相応の高信号が白質にＴ２強調画像でみられるのみである。
（４）高血圧、糖尿病などの脳血管障害の危険因子がない。
【００３５】
　上述の第１正規化ステップ（ステップＳ１０）における施設Ｎ２０の複数の健常者の脳
画像データは、例えば次のように取得し、解剖学的正規化を行うことができる。第１脳画
像データ記録ステップ（ステップＳ１２）、第１平均値算出ステップ（ステップＳ１４）
および標準偏差算出ステップ（ステップＳ１６）も含めて示す。
（１）第１の条件により上記カテゴリをクリアした健常者と思われる複数の被験者に薬剤
を投与し、撮像機器２６により撮像および再構成処理を行ない、脳ＳＰＥＣＴ画像データ
を作成する。
（２）（１）で作成した脳ＳＰＥＣＴ画像データおよび他の検査により健常者を決定する
。
（３）（２）で決定したｎ例の健常者の脳ＳＰＥＣＴ画像データを撮像機器２６から画像
処理装置２４へ転送する。
（４）転送したｎ例の脳ＳＰＥＣＴ画像データを“Analyze format”という画像データ形
式に変換する。
（５）（４）で作成したｎ例の脳ＳＰＥＣＴ画像データ（個人特有の形をした脳ＳＰＥＣ
Ｔ画像データ）各々を標準脳座標系へ変換する。
（６）（５）で作成した脳画像データに対して平滑化（スムーシング）処理とカウントの
正規化（例：全脳の平均カウントが１になるように脳画像データに１つのscale factorを
乗じる）を行ない、健常者の脳画像データ（脳画像標本）を脳画像のノーマルデータベー
ス２８上に作成する（第１脳画像データ記録ステップ。ステップＳ１２）。平滑化処理と
は正規分布の平滑化フィルタをかけることをいう。
（７）（６）で作成されたｎ例の脳表抽出画像データから画素（ピクセルまたはボクセル
）毎の平均値と標準偏差とを求め、平均値脳画像データと標準偏差脳画像データとを一組
とした健常者の脳画像データを作成する（第１平均値算出ステップ（ステップＳ１４）、
標準偏差算出ステップ（ステップＳ１６））。
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【００３６】
　上述の施設Ｎ２０の複数の健常者の脳画像データは、３Ｄ－ＳＳＰ法により例えば次の
ように取得することができる。第１平均値算出ステップ（ステップＳ１４）および標準偏
差算出ステップ（ステップＳ１６）も含めて示す。
（１）第１の条件により、健常者と思われる複数の被験者に対し撮像機器２６により撮像
および再構成処理を行ない、脳ＳＰＥＣＴ画像データを作成する。
（２）（１）で作成した脳ＳＰＥＣＴ画像データおよび他の検査により健常者を決定する
。
（３）（２）で決定したｎ例の健常者の脳ＳＰＥＣＴ画像データを撮像機器２６から画像
処理装置２４へ転送する。
（４）転送したｎ例の脳ＳＰＥＣＴ画像データを“３Ｄ－ＳＳＰ用のformat”という画像
データ形式に変換する。
（５）（４）で作成したｎ例の脳ＳＰＥＣＴ画像データ（個人特有の形をした脳ＳＰＥＣ
Ｔ画像データ）各々を標準脳座標系へ変換する。
（６）（５）で作成されたｎ例の脳画像データに対して脳表抽出処理を行ない、上述のカ
ウントの正規化を行う。
（７）（６）で作成されたｎ例の脳表抽出画像データから画素（ピクセルまたはボクセル
）毎の平均値と標準偏差とを求め、平均値脳画像データと標準偏差脳画像データとを一組
とした健常者の脳画像データを作成する（第１平均値算出ステップ（ステップＳ１４）、
標準偏差算出ステップ（ステップＳ１６））。
【００３７】
　上述の第２正規化ステップ（ステップＳ２０）における施設Ｘ４０の１例の健常者の脳
画像データは、例えば次のように取得し、解剖学的正規化を行うことができる。第２平均
値算出ステップ（ステップＳ２４）も含めて示す。
（１）第２の条件によりカテゴリをクリアした健常者と思われる1例の被験者に薬剤を投
与し、撮像機器４６により撮像および再構成処理を行ない、脳ＳＰＥＣＴ画像データを作
成する。
（２）（１）で作成した脳ＳＰＥＣＴ画像データおよび他の検査により健常者を決定する
。
（３）（２）で決定した１例の健常者の脳ＳＰＥＣＴ画像データを撮像機器４６から画像
処理装置４４へ転送する。
（４）転送した１例の脳ＳＰＥＣＴ画像データを“Analyze format”という画像データ形
式に変換する。
（５）（４）で作成した１例の脳ＳＰＥＣＴ画像データ（個人特有の形をした脳ＳＰＥＣ
Ｔ画像データ）各々を標準脳座標系へ変換する。
（６）（５）で作成した脳画像データに対して平滑化（スムーシング）処理とカウントの
正規化を行ない、健常者の脳画像データ（脳画像標本）を脳画像データベース４８上に作
成する（第２脳画像データ記録ステップ。ステップＳ２２）。
（７）（６）で作成された１例の脳表抽出画像データから画素（ピクセルまたはボクセル
）毎の平均値を求め、平均値脳画像データを作成する（第２平均値算出ステップ（ステッ
プＳ１４））。
【００３８】
　上述の統計的解析処理ステップ（ステップＳ２８）における施設Ｘ４０の被験者の脳画
像データは、例えば次のように取得し、解剖学的正規化を行うことができる。
（１）第２の条件により、被験者に薬剤を投与し、撮像機器４６により撮像および再構成
処理を行ない、脳ＳＰＥＣＴ画像データを作成する。
（２）被験者の上記脳ＳＰＥＣＴ画像データを撮像機器４６から画像処理装置４４へ転送
する。
（３）転送した被験者の脳ＳＰＥＣＴ画像データを“Analyze format”という画像データ
形式に変換する。
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（４）（３）で作成した被験者の脳ＳＰＥＣＴ画像データ（個人特有の形をした脳ＳＰＥ
ＣＴ画像データ）を標準脳座標系へ変換する。
（５）（４）で作成した脳画像データに対して平滑化（スムーシング）処理とカウントの
正規化を行ない、被験者の脳画像データを作成する。
【００３９】
　以下、本発明の脳画像データ処理システム等における実験例を挙げて説明する。
【００４０】
実験例１．
（１）施設Ｎ２０において、上述のカテゴリをクリアした健常者と思われる健常者標本作
成用のデータを下記の収集および撮像条件並びに再構成処理条件（第１の条件）を同一に
して収集した。
収集および撮像条件：
　・カメラ機種、コリメータ、エネルギウィンド、サンプリング角度、収集方向、収集時
間、収集マトリクス、収集拡大率、ピクセルサイズ。
再構成処理条件：
　・前処理フィルタ、再構成フィルタ、散乱線除去、吸収補正。
【００４１】
（２）他方、診断しようとする施設Ｘ４０において、（１）と同様に健常者の脳画像デー
タを作成した。ただし、収集および撮像条件並びに再構成処理条件は、施設Ｘ４０が通常
実施している条件（第２の条件）で行なった。
（３）施設Ｎ２０で作成した健常者標本から各ピクセルまたはボクセル毎の標準偏差を求
める。
（４）施設Ｘ４０で作成した健常者標本から各ピクセルまたはボクセル毎の平均値を求め
る。
（５）（３）で求められた標準偏差と（４）で求められた平均値とを各ピクセルまたはボ
クセル毎に融合（fusion）して人工脳標本を作成する。ここで融合とは、施設Ｘ４０にお
ける人工脳標本の標準偏差として施設Ｎ２０で求められた標準偏差を用いることをいう。
【００４２】
実験例２．
　本願発明者らは、施設Ｎ２０と施設Ｘ４０とにおいて、異なる撮像機器２６および４６
で撮像された以下の脳画像データを用いて、本発明の脳画像処理システム等の妥当性を検
証した。
施設Ｎ２０：上述のカテゴリをクリアした健常者に対し薬剤として９９ｍＴｃ－ＥＣＤ（
「ニューロライト（登録商標）注射液第一」第一ラジオアイソトープ研究所（登録商標）
製）を用いた２０例の脳画像データ。
施設Ｘ４０：上述のカテゴリをクリアした健常者に対し薬剤として９９ｍＴｃ－ＥＣＤ（
「ニューロライト（登録商標）注射液第一」第一ラジオアイソトープ研究所（登録商標）
製）を用いた１５例の脳画像データ。および、被検者に対し薬剤として９９ｍＴｃ－ＥＣ
Ｄ（「ニューロライト（登録商標）注射液第一」第一ラジオアイソトープ研究所（登録商
標）製）を用いた1例の脳画像データ。
【００４３】
検証項目．
（１）施設Ｘ４０の被検者と同一の施設Ｘ４０の健常者標本（脳画像データベース４８の
１５例）とを用いて統計解析処理を行う(図３参照)。
（２）施設Ｘ４０の被検者と異なる施設Ｎ２０の健常者標本（脳画像のノーマルデータベ
ース２８の２０例）とを用いて統計解析処理を行う(図４参照)。
（３）施設Ｘ４０の被検者と、同一の施設Ｘ４０の任意の健常者データＡに異なる施設Ｎ
２０の健常者標本（脳画像のノーマルデータベース２８の２０例）の標準偏差を融合させ
た人工脳標本Ａとを用いて統計解析を行う(図５参照)。
（４）施設Ｘ４０の被検者と、同一の施設Ｘ４０の任意の健常者データＢに異なる施設Ｎ
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２０の健常者標本（脳画像のノーマルデータベース２８の２０例）の標準偏差を融合させ
た人工脳標本Ｂとを用いて統計解析を行う(図６参照)。
【００４４】
解析結果．
　結果はRENDER表示方法とスライス画像にて、確率密度としてＰ値＝０．０５（Ｐ＜０．
５ｎ。ここでｎはカテゴリー数）を用いて統計学的異常値を示した（図３ないし図６参照
）。図３ないし図６に示されるように、本脳画像データ処理システム等の表示処理部６０
は統計的解析処理の結果を確率密度Ｐが所定の値以下の部分の面積を他の部分と識別可能
に、例えば１色で表示することができる。図３は、施設Ｘ４０の被検者に対し同一の施設
Ｘ４０の健常者標本を対照群として統計解析処理をした「同条件」の結果、すなわち正し
い統計解析処理結果を示す。図３（Ａ）はRENDER表示（脳表投影表示。３次元）を示して
おり、図３（Ａ）の上段の左側から、各々脳の下面（Inferior）、右側面（R-lateral）
、後面（Posterior）、左内側面（L-medial）の表示を示し、図３（Ａ）の下段の左側か
ら、各々脳の上面（Superior）、左側面（L-lateral）、前面（Anterior）、右内側面（R
-medial）の表示を示す。図３（Ａ）に示されているように、両側頭頂皮質に血流低下部
位（脳中の一部暗い部分）が見られた。図３（Ｂ）はTransaxial像表示（２次元）を示し
ており、図３（Ｂ）の７×５個の表示は図中左上から右下へ向かって、脳の上から下へ体
軸に対して平行にスライスした画像解析結果の表示を示す。図３（Ｂ）にも示されている
ように、両側頭頂皮質に血流低下部位（脳中の一部暗い部分）が見られた。
【００４５】
　図４は、施設Ｘ４０の被検者に対し異なる施設N２０の健常者標本を対照群として統計
解析処理をした「異条件」の結果、すなわち本発明の脳画像データ処理方法等を適用しな
いで解析した統計解析処理結果を示す。図４（Ａ）は図３（Ａ）と同様のRENDER表示を示
し、図４(Ｂ)は図３(Ｂ)と同様のTransaxial像表示を示す。各表示部分は図３（Ａ）、（
Ｂ）と同様の表示結果等を示すため説明は省略する。図４（Ａ）および（Ｂ）に示されて
いるように、両側頭頂皮質の血流低下部位はほぼ一致している。しかし、図４（Ａ）の下
面（Inferior）のＰ１で示される箇所、上面（Superior）のＰ２で示される箇所および前
面（Anterior）のＰ３で示される箇所を図３（Ａ）の対応する箇所と比較すると明らかな
ように、左側頭葉および後頭葉等に擬陽性の統計的異常値が示されている。
【００４６】
　図５は、施設Ｘ４０の任意の健常者Ａのデータ（平均値）に施設Ｎ２０の健常者標本の
標準偏差を融合した人工脳標本により解析した「融合条件」の結果、すなわち本発明の脳
画像データ処理方法等を適用して解析した統計解析処理結果を示す。図５（Ａ）は図３（
Ａ）等と同様のRENDER表示を示し、図５(Ｂ)は図３(Ｂ)等と同様のTransaxial像表示を示
す。各表示部分は図３（Ａ）、（Ｂ）等と同様の表示結果等を示すため説明は省略する。
図５（Ａ）および（Ｂ）に示されているように、両側頭頂皮質の血流低下部位は図１の血
流低下部位と一致していることが明瞭である。以上の結果より、本願発明の脳画像データ
処理方法等は臨床に充分応用可能であることが示された。
【００４７】
　図６は、施設Ｘ４０の任意の健常者Ｂのデータ（平均値）に施設Ｎ２０の健常者標本の
標準偏差を融合した人工脳標本により解析した「融合条件」の結果、すなわち本発明の脳
画像データ処理方法等を適用して解析した統計解析処理結果を示す。図６（Ａ）は図３（
Ａ）等と同様のRENDER表示を示し、図６(Ｂ)は図３(Ｂ)等と同様のTransaxial像表示を示
す。各表示部分は図３（Ａ）、（Ｂ）等と同様の表示結果等を示すため説明は省略する。
図６（Ａ）および（Ｂ）に示されているように、健常者のデータ（平均値）を入れ替えた
場合でも、両側頭頂皮質の血流低下部位は図１の血流低下部位と一致していることが明瞭
である。以上の結果より、本願発明の脳画像データ処理方法等は臨床に充分応用可能であ
ることが示された。
【００４８】
　以上説明したように、本発明の実施例１によれば、まず第１の条件を満たした施設にお
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いて取得された健常者の脳画像のデータベース（脳画像のノーマルデータベース）から、
脳画像データの各ピクセルまたはボクセル毎の標準偏差を求め、第２の条件を満たした他
の施設において取得された健常者１例の脳画像データにつき、ピクセルまたはボクセル毎
の平均値を求める。次に上記他の施設の任意の健常者のデータ（平均値）に上記第１の条
件を満たした施設の健常者標本の標準偏差を融合した人工脳標本により、上記他の施設に
おける被験者の脳画像データの統計的解析処理を行う。以上により、上記他の施設におけ
る被験者の脳画像データの取得条件（第２の条件）とは異なる第１の条件で得られた脳画
像のノーマルデータベースにおける健常者の脳画像データを対比対象として、当該被験者
の脳機能を診断することができる。このため、健常者および患者の脳画像データを多数集
めることが困難な臨床施設であっても、高価な脳ファントムを用いることなく人工脳標本
を作成することができ、結果的にノーマルデータベースを利用することが可能な脳画像デ
ータ処理システム等を提供することができる。
【００４９】
　本発明の脳画像データ処理方法等において、標準偏差算出ステップ（ステップＳ１６）
は、施設Ｎ１０（第１の施設）の脳画像のノーマルデータベース２８（健常者脳画像デー
タベース）に記録された各ピクセル又はボクセル毎の脳画像データを用いて、統計的リサ
ンプリング法（好適にはブートストラップ法であるがジャックナイフ法等であってもよい
）により脳画像データの各ピクセル又はボクセル毎の標準偏差を求めることができる。統
計的リサンプリング法はノンパラメトリックな統計的推測における手法である。ジャック
ナイフ法は統計的リサンプリング法の１つの手法であり、ｎ個の標本の中からｎ－１個の
サブサンプルを取り出し、対応する統計量を計算して推測の精度を上げるものである。ブ
ートストラップ法も統計的リサンプリング法の１つの手法である。
【００５０】
　本発明の脳画像データ処理方法等のシミュレーション方法として次のような方法を用い
た。すなわち標本群を１２例とし、その素を２００例の中から無作為に１個ずつ抽出し、
１２行程繰り返すことにより１２例の標本群を決定した。その１２例の標本群を用い、１
２例そのままの特性と上記ブートストラップ法でリサンプリングした特性とを比較した。
ブートストラップ法は以下の手順により行なった。但し、本発明の脳画像データ処理方法
等のシミュレーション方法におけるブートストラップ法は以下に示される手順に限定され
るものではなく、パラメトリック・ブートストラップ法、ノンパラメトリック・ブートス
トラップ法、セミパラメトリック・ブートストラップ法、ブートストラップ－ｔ法、ブー
トストラップ反復法等を用いることもできる。
【００５１】
手順．
（１）上述のようにして決定された１２例の標本群（データ）から無作為に１例のデータ
を取り出して記録し、データを元に戻す（復元抽出）。
（２）上記（１）の操作を１２回繰り返して１つの群とする。この操作を２００回実施し
て、ｎ＝１２の群を２００個作る。
（３）各群毎に中央値を求める。
（４）各群毎に算出された中央値の平均値を求め、その標準偏差を算出する。
【００５２】
　以上のように、統計量の分布又は構造等が明示的に求まらない場合でも適用可能なブー
トストラップ法を用いることにより、標本群の正規化を人工的に補完することができ、ア
プリオリな事象を検証する際の１種の過誤と２種の過誤とのバランスを調整し、相互正審
率を向上させることができる。
【実施例２】
【００５３】
　図７は、本発明の実施例１または３（後述）を実現するための本発明のコンピュータ・
プログラムを実行する画像処理装置４４のコンピュータの内部回路７０を示すブロック図
である。画像処理装置２４のコンピュータの内部回路についても同様に示されるため、画
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像処理装置４４側についてのみ説明し画像処理装置２４側については説明を省略する。図
７に示されるように、後述のＣＰＵ７２、ＲＯＭ７４、ＲＡＭ７６、画像制御部７８、コ
ントローラ８６、入力制御部９０および外部インタフェース（Interface : Ｉ／Ｆ）部９
２はバス８２に接続されている。図７において、上述の本発明のコンピュータ・プログラ
ムは、ＲＯＭ７４、ディスク８４ａまたはＣＤ－ＲＯＭ８４ｎ等の記録媒体（脱着可能な
記録媒体を含む）に記録されている。このコンピュータ・プログラムは、ＲＯＭ７４から
バス８２を介し、またはディスク８４ａ若しくはＣＤ－ＲＯＭ８４ｎ等の記録媒体からコ
ントローラ８６を経由してバス８２を介しＲＡＭ７６へロードされる。画像制御部７８は
脳画像データをＶＲＡＭ８０へ送出し、表示部４５はＶＲＡＭ８０から送出された脳画像
データに基づいて脳画像を表示するディスプレイ等の表示装置である。ＶＲＡＭ８０は表
示部４５の一画面分のデータ容量に相当する容量を有している画像メモリである。入力操
作部８８は画像処理装置４４に入力を行うためのマウス、テンキー等の入力装置であり、
入力制御部９０は入力操作部８８と接続され入力制御等を行う。外部Ｉ／Ｆ部９２は、例
えばインターネット等の外部の通信網（不図示）と接続する際のインタフェース機能を有
している。施設Ｎ２０における画像処理装置２４の標準偏差算出部３８で求められた標準
偏差は、インターネット等の通信網を介して施設Ｘ４０における画像処理装置４４の統計
解析処理部５８で利用することができる。あるいは施設Ｎ２０における画像処理装置２４
の脱着可能な記録媒体８４ｎ等に標準偏差を記録しておき、当該記録媒体８４ｎ等を施設
Ｘ４０の画像処理装置４４のコントローラ８６に接続することにより、画像処理装置４４
の統計解析処理部５８で利用することもできる。
【００５４】
　上述のようにＣＰＵ７２が本発明のコンピュータ・プログラムを実行することにより、
本発明の目的を達成することができる。当該コンピュータ・プログラムは上述のようにＣ
Ｄ－ＲＯＭ８４ｎ等の記録媒体の形態でコンピュータＣＰＵ７２に供給することができ、
当該コンピュータ・プログラムを記録したＣＤ－ＲＯＭ８４ｎ等の記録媒体も同様に本発
明を構成することになる。当該コンピュータ・プログラムを記録した記録媒体としては上
述された記録媒体の他に、例えばメモリ・カード、メモリ・スティック、ＤＶＤ、光ディ
スク、ＦＤ等を用いることができる。
【実施例３】
【００５５】
　上述の実施例１における脳画像のノーマルデータベース２８には、年齢別等のカテゴリ
で１０ないし２０例と統計学的には非常に少ないという難点があった。本実施例３では、
人工脳標本に統計学的リサンプリング法、特に上述のブートストラップ法を適用する点に
特徴がある。統計学的リサンプリングによる数百回から数万回の演算シミュレーションに
よって当該回数分の統計量を得ることができ、当該統計量からパラメータ特性を推定する
ことにより、上述の難点を解消することができる。この結果、正審率を向上させることが
できる脳画像データ処理システムを提供することができる。
【００５６】
　本実施例３においも実施例１と同様に、施設Ｎ２０の標準偏差算出部３８を用いて脳画
像のノーマルデータベース２８に記録された脳画像データの各ピクセルの標準偏差を予め
用意しておく。ここで、上述のようにブートストラップ法を適用して標準偏差を求めてお
く。施設Ｘ４０は当該標準偏差を用いて施設Ｘ４０の人工脳座標標本を作成することがで
きる。
【００５７】
　次に、施設Ｎ２０における健常者の少数標本データより平均と標準偏差とを予測した実
際の適用例を示す。図８は、ブートストラップ法による予測結果の例を度数分布（正規分
布）により示す。図８に示されるように、全範囲は０．８２から１．１８まで、表示範囲
は０．８５から１．１５までとした。２０例の上記標本データを用いてブートストラップ
法により２０，０００回試行した。
【００５８】
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　図９は、上記２０例の標本データから無作為に抽出した１例の平均値と、図８に示され
るように得られたデータから作成した標準偏差とを融合した人工脳座標を用いて、比較症
例を統計解析処理した結果を示す。図９は図３（Ａ）と同様のRENDER表示を示し、各表示
部分は図３（Ａ）と同様の表示結果等を示すため説明は省略する。
【００５９】
　図１０は、ブートストラップ法による予測結果の例を度数分布（ワイブル（Weibull）
分布）により示す。図１０に示されるように、全範囲は０．６２から１．０７まで、表示
範囲は０．６５から１．０６までとした。２０例の上記標本データを用いてブートストラ
ップ法により２０，０００回試行した。
【００６０】
　図１１は、上記２０例の標本データから無作為に１０例を抽出し平均値を計算したデー
タと、図１０に示されるように得られたデータから作成した標準偏差とを融合した人工脳
座標を用いて、比較症例を統計解析処理した結果を示す。図１１は図３（Ａ）と同様のRE
NDER表示を示し、各表示部分は図３（Ａ）と同様の表示結果等を示すため説明は省略する
。
【００６１】
　図１２は、上記２０例の標本データから無作為に１０例を抽出し、その１０例の標本デ
ータを用いたブートストラップ法による予測結果の例を度数分布（ガンマ分布）により示
す。図１２に示されるように、全範囲は０．７１から１．１２まで、表示範囲は０．７８
から１．１０までとした。上記１０例の標本データを用いてブートストラップ法により２
０，０００回試行した。
【００６２】
　図１３は、図１２に示されるように得られたデータから作成した平均値と標準偏差とを
そのまま使用した人工脳座標標本を用いて、比較症例を統計解析処理した結果を示す。図
１３は図３（Ａ）と同様のRENDER表示を示し、各表示部分は図３（Ａ）と同様の表示結果
等を示すため説明は省略する。
【００６３】
　以上説明したように、本発明の実施例３によれば、実施例１と同様に、施設Ｎ２０の標
準偏差算出部３８を用いて脳画像のノーマルデータベース２８に記録された脳画像データ
の各ピクセルの標準偏差を予め用意しておく。ここで、上述のようにブートストラップ法
を適用して標準偏差を求める。施設Ｘ４０は当該標準偏差を用いて施設Ｘ４０の人工脳座
標標本を作成することができる。この結果、施設Ｘ４０では脳画像データベース４８とし
て健常者脳画像データベースだけではなく、他の施設Ｎ２０における、臨床施設特有の専
門性を利用した脳画像データベースの作成を行うことができる。本実施例３は、作成が困
難であった小児や稀な変性疾患等の症例の少ない脳画像データベースを構築することによ
って、疾患別人口脳座標標本の作成等に応用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
　本発明の活用例として、健常者および患者の脳画像データを多数集めることが困難な臨
床施設または高価な脳ファントムを用いることが困難な臨床施設における、人工脳標本の
作成およびノーマルデータベースの利用に適用することができる。さらに、他の施設Ｎ２
０における、臨床施設特有の専門性を利用した脳画像データベースの作成を行うことがで
きる。作成が困難であった小児や稀な変性疾患等の症例の少ない脳画像データベースを構
築することによって、疾患別人口脳座標標本の作成等に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】本発明の画像処理システムを示す図である。
【図２】本発明の脳画像データ処理プログラムまたは方法の流れを示すフローチャートで
ある。
【図３】施設Ｘ４０の被検者に対し同一の施設Ｘ４０の健常者標本を対照群として統計解
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【図４】施設Ｘ４０の被検者に対し異なる施設N２０の健常者標本を対照群として統計解
析処理をした「異条件」の結果、すなわち本発明の脳画像データ処理方法等を適用しない
で解析した統計解析処理結果を示す図である。
【図５】施設Ｘ４０の任意の健常者Ａのデータ（平均値）に施設Ｎ２０の健常者標本の標
準偏差を融合した人工脳標本により解析した「融合条件」の結果、すなわち本発明の脳画
像データ処理方法等を適用して解析した統計解析処理結果を示す図である。
【図６】施設Ｘ４０の任意の健常者Ｂのデータ（平均値）に施設Ｎ２０の健常者標本の標
準偏差を融合した人工脳標本により解析した「融合条件」の結果、すなわち本発明の脳画
像データ処理方法等を適用して解析した統計解析処理結果を示す図である。
【図７】本発明のコンピュータ・プログラムを実行する画像処理装置４４等のコンピュー
タの内部回路７０を示すブロック図である。
【図８】ブートストラップ法による予測結果の例を示す度数分布（正規分布）図である。
【図９】２０例の標本データから無作為に抽出した１例の平均値と、図８に示されるよう
に得られたデータから作成した標準偏差とを融合した人工脳座標を用いて、比較症例を統
計解析処理した結果を示す図である。
【図１０】ブートストラップ法による予測結果の例を示す度数分布（ワイブル（Weibull
）分布）図である。
【図１１】上記２０例の標本データから無作為に１０例を抽出し平均値を計算したデータ
と、図１０に示されるように得られたデータから作成した標準偏差とを融合した人工脳座
標を用いて、比較症例を統計解析処理した結果を示す図である。
【図１２】上記２０例の標本データから無作為に１０例を抽出し、その１０例の標本デー
タを用いたブートストラップ法による予測結果の例を示す度数分布（ガンマ分布）図であ
る。
【図１３】図１２に示されるように得られたデータから作成した平均値と標準偏差とをそ
のまま使用した人工脳座標を用いて、比較症例を統計解析処理した結果を示す図である。
【符号の説明】
【００６６】
　１０　画像処理システム、　２０　施設Ｎ、　２４，４４　画像処理装置、　２６,４
６　撮像機器、　２８　脳画像のノーマルデータベース、　３０，５０　プログラム（ブ
ロック図）、　３２　第１正規化部、　３４　第１脳画像データ記録部、　３６　第１平
均値算出部、　３８　標準偏差算出部、　４０　施設Ｘ、　４５　表示部、　４８　脳画
像データベース、　５２　第２正規化部、　５４　第２脳画像データ記録部、　５６　第
２平均値算出部、　５８　統計的解析処理部、　６０　表示処理部、　７０　内部回路、
　７２　ＣＰＵ、　７４　ＲＯＭ、　７６　ＲＡＭ、　７８　ＶＲＡＭ、　８０　画像制
御部、　８２　バス、　８４ａ　ディスク、　８４ｎ　ＣＤ－ＲＯＭ、　８６　コントロ
ーラ、　８８　入力操作部、　９０　入力制御部、　９２　外部Ｉ／Ｆ部。
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